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自主返納サポート制度とは
運転免許の自主返納を行った方が協賛事業者・協賛店からお

得な特典やサービスを受けることができる制度です。

対象の方
道内在住の65歳以上で、運転免許を自主返納された方

特典・サービスについて
店頭で「運転経歴証明書」をご提示する

と特典サービスを受けることができます。
協賛事業者や特典などの情報は

北海道 運転免許返納サポート

で確認できます。
このステッカーが
目印です！

自主返納について
運転免許の自主返納は、滝川警察署及び砂川警察庁舎の交通

窓口で手続可能です。
返納者ご本人の来庁が難しい場合は代理の方による申請もで

きます。
代理申請には、「委任状」と「確認書」が必要となりますので

警察署の交通窓口までお問い合わせください。

運転経歴証明書について
運転経歴書は返納手続と同時に申請できます。
既に運転免許の返納がお済みの方も返納から５年以内であれ

ば申請が可能です。
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